
 
静 県 薬 第 4 6 号 
令和６年４月 12 日 

  

  各地域・職域薬剤師会会長 様   

                             

公益社団法人静岡県薬剤師会 

                             会 長  岡 田 国 一 

 

 

台湾大地震義援金の募集について 
 

 

  標題の件について、日本薬剤師会から別添写（令和６年４月 11 日付け日薬発第 18 号）の

とおり協力依頼がございましたのでお知らせいたします。 

 つきましては、貴会会員への御周知を頂けますようお願い申し上げます。 

 なお、貴会及び貴会会員で趣旨にご賛同頂けた場合には、下記支援金送金窓口あて締切日

令和６年５月末日までに、直接ご送金いただけますようお願い致します。 

 

記 

 

◇ 支援金送金先（恐縮ながら払込料金は皆様のご負担でお願い申し上げます。） 

【郵便振替貯金口座】：００１２０―７―１３７１２ 

【口座名義】：公益社団法人日本薬剤師会 

※払込取扱票等の通信欄に「台湾大地震義援金」である旨ご記載下さい。 

（通信欄がない場合は払込人名の前に「タイワンギエンキン」と付記して下さい。） 

※ゆうちょ銀行以外の金融機関からの送金の場合は、支店名（〇一九店、支店コード 

019）及び預金種別（当座）の記載も必要となります。口座番号は００１３７１２ 

となります。 

 
  ◇義援金取扱い期間 
   締切：令和６年５月末日 
 
 

担当：事務局総務スタッフ；瀬川 
電話：054-203-2023／FAX：054-203-2028 

 



日 薬 発 第 １ ８ 号 

令和６年４月 11 日 

都 道 府 県 薬 剤 師 会 会 長 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長 山 本 信 夫 

（会 長 印 省 略） 

 

台湾大地震義援金の募集について 
 

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和６年４月３日に台湾東部で発生した大地震により、被災地が甚大な被害を受け

ていることに鑑み、義援金の募集を下記要領により行いたいと存じますので、貴会及

び貴会会員のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  

記 

       

１ 義援金送金先（恐縮ながら払込料金は皆様のご負担でお願い申し上げます。） 

 【郵便振替貯金口座】：００１２０―７―１３７１２  

【口座名義】：公益社団法人 日本薬剤師会 

※払込取扱票等の通信欄に「台湾大地震義援金」である旨ご記載下さい。（通信欄が

ない場合は払込人名の前に「タイワンギエンキン」と付記して下さい。） 

※ゆうちょ銀行以外の金融機関からの送金の場合は、支店名（〇一九店（ゼロイチキ

ユウ店）、支店コード019）及び預金種別（当座）の記載も必要となります。口座

番号は００１３７１２となります。 

※送金していただいた義援金は原則として返金いたしません。 

 

２ 義援金の取扱い期間：令和６年４月 11日から当分の間 

            （締切：令和６年５月末日） 
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３ 義援金の取扱い方法：本会で取りまとめた義援金は、社團法人中華民國藥師公會

全國聯合會に贈呈させていただきます。 

             

４ 募集結果の報告：都道府県薬剤師会に報告するとともに、日本薬剤師会雑誌並び

にホームページに掲載いたします 

 

○義援金の税法上の取扱いについて  

このたびの義援金は「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当いたします。個人 

の方は寄附金控除（所得控除）、法人の方は「一般の寄附金」とは別枠で損金算入が

できます。領収書が必要な方にはご希望に応じて発行いたしますので、当文書に添付

の「特定公益増進法人に対する寄附金 領収書発行依頼フォーム」(Excelファイル)

に必要事項をご入力の上、日本薬剤師会 会計・厚生課までメールでお送り下さい。 

(gienkin@nichiyaku.or.jp) 着金確認後、ご入力の住所へ領収書をお送りいたしま

す。 

なお、寄附金控除等について詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか、管轄

税務署等にお問い合わせ下さい。 

※薬剤師会様が会員様等の義援金をとりまとめて本会に送金される場合の領収年月日

は、本会口座に着金した年月日となります。 

※領収書発行にお時間をいただく場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


